
 
 
 

 

７ 消 安 第 4 3 9 3 号  

令 和 ７ 年 1 0月 2 2日  

 

 

都道府県知事 殿  

 

農林水産省消費・安全局長  

 

 

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う監視体制の強

化について 

 

本日、北海道白老町の採卵鶏飼養農場において、高病原性鳥インフルエン

ザ（Ｈ５亜型。以下「本病」という。）の疑似患畜が確認されました。 

本年９月 12 日には渡り鳥のルートである韓国の家きん農場において本病

の発生が確認されています。さらに、環境省による野鳥における本病の監視

でも、本年 10 月 15 日に北海道で回収された死亡野鳥（オオタカ）から本病

ウイルス（Ｈ５Ｎ１亜型）が検出されており、これらを踏まえれば、既に我

が国の環境中に広く本病ウイルスが侵入しており、全国どこで発生してもお

かしくないことを念頭に、関係者が危機感を持って家きん飼養農場における

本病の発生予防を図る必要があります。 

本病の防疫対策については、「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の徹

底について」（令和７年９月８日付け７消安第 3460 号農林水産省消費・安

全局長通知）を踏まえ、家きん飼養者等に対する御指導をお願いしておりま

す。今般の発生事例を踏まえ、改めて関係部局、関係機関、市町村、関係団

体等と連携し、①家きん飼養農場における異状の早期発見・早期通報の徹底、

②農場における発生予防対策の徹底、③農場周辺の水場・環境における野鳥

及び野生動物対策の強化、④発生時における円滑な防疫措置の実施に必要な

体制整備及び作業時のウイルス拡散防止措置の徹底について、関係者に御指

導いただき、本病の発生予防及びまん延防止に万全を期すようお願いしま

す。 
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農林水産省大臣官房新事業・ 食品産業部企画グループ長  

食品流通課長  
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高病原性鳥イ ンフ ルエンザに関する 正し い知識の普及等について  

 

 今般、 北海道において高病原性鳥イ ン フ ルエン ザの疑似患畜が確認さ れたこ と に伴い、

関係団体に対し 別添のと おり 通知し ま し たので、 御了知願う と と も に、 関係者への御指導
方お願いいたし ま す。  
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令和７年 10 月 22 日 

各団体の長（別記参照） 殿 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ長 

食品流通課長 
食品製造課長 

外食・食文化課長 

消費・安全局食品安全政策課長 
動物衛生課長 

畜産局食肉鶏卵課長 

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について 

 本日、北海道の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認
されたところであり（別添１プレスリリース参照）、現在、北海道においては、本病のま

ん延を防ぐために、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）、高病原性鳥インフルエ
ンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針（令和２年７月１日
農林水産大臣公表）等に基づき、防疫措置が講じられているところです。

食品安全委員会は「我が国の現状においては、食品（鶏肉、鶏卵）を食べることにより、
高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えています。」と公表

しているところであり、食品安全委員会ホームページ（https：//www.fsc.go.jp/）におい

ても、鳥インフルエンザに関する情報を掲載するなど本病に関する正確な知識を普及する
ための措置を講じております（別添２「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考
え方」参照）。 

農林水産省としても、鳥インフルエンザ関係情報を随時当省ホームページに掲載すると
ともに、消費者、流通業者及び製造業者への家きんの肉及び卵の安全性に関する情報提供

を含めた正確な情報の発信に努めてまいります。 
貴会におかれましても、発生県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県 

産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを
理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の

普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上
げます。 
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令和 7 年 1 0 月 2 2 日
農 林 水 産 省プレスリリース

北海道における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確
認及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の開催
について

本日、北海道の家きん農場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（今シーズン国内1
例目）が確認されました。

これを受け、農林水産省は、本日8時00分から「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を
開催し、今後の対応方針について確認します。

「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」は非公開です。ただし、冒頭のみカメラ撮影が
可能です。

当該農場は、農家から通報があった時点から飼養家きん等の移動を自粛しています。

現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵
害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地：北海道白老町

飼養状況：約45.9万羽（採卵鶏）

2.経緯

（1）令和7年10月21日（火曜日）、北海道は、道内白老町の農場から、死亡羽数の増加がみられ
る旨の通報を受けて、農場への立入検査を実施しました。

（2）同日、当該農場の鶏について鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であること
が判明しました。

（3）10月22日（水曜日）8時00分、当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥イン
フルエンザの疑似患畜であることを確認しました。

3.農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部

日時：令和7年10月22日（水曜日）8時00分

場所：農林水産省第1特別会議室

所在地：東京都千代田区霞が関1-2-1

4.その他

（1）我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイル
スに感染する可能性はないと考えております。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_ infl_ ah7n9.html(外部リンク)

（2）現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを
侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやド
ローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。

（3）今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない
噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。
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【お問合せ先】
消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室防
疫業務班
代表：03-3502-8111（内線4581）
ダイヤルイン：03-3502-5994
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